
資料－２

令和２年度に協議会で取り組む主な重点実施項目

（２）－１－１ ① 夜間、荒天時における避難勧告等の発令基準の作成及び避難誘導体制の検討

※夜間や荒天時を想定した避難勧告の発令基準や避難誘導体制の設定。

（２）－１－１ ⑤ 水害ハザードマップの作成
※想定最大規模降雨を対象とした洪水浸水想定区域図の公表により、新たな水害ハザードマップの作成を実施。

（２）－１－１ ⑥ 隣接市区町等への広域避難体制の検討
※国で実施した避難者数や避難先等の基礎調査結果を参考に、各自治体において広域避難体制の構築に向けた検討を実施。

（２）－１－１ ⑦ 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成
（２）－１－２ ⑦ 要配慮者利用施設や地下施設、大規模工場における避難訓練の実施

※水防法の改正により、要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成・避難訓練を実施。
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（２）－１－１ ①夜間、荒天時における避難勧告等の発令基準の作成
避難誘導体制の検討

• 決壊や越水・溢水の発生

• 決壊や越水・溢水のおそれ
• 樋門・水門等の機能支障を発見

• 氾濫危険水位に到達
• 堤防越水を予測
• 異常な漏水・侵食
• 夜間から明け方に避難勧告が
必要となる荒天が予想される

• 避難判断水位に到達
• 氾濫危険水位到達を予測
• 軽微な漏水・侵食
• 夜間から明け方に避難準備・高
齢者等避難開始の発令が必要
となる荒天が予想される

区市町が発令

気象庁が発表
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（２）－１－１ ①夜間、荒天時における避難勧告等の発令基準の作成
避難誘導体制の検討
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（２）－１－１ ⑤ 水害ハザードマップの作成
想定最大規模を対象とした洪水浸水想定区域図を公表したことから、想定最大規模洪水を対象とした新たな洪
水ハザードマップの作成が必要となる。新たな洪水ハザードマップ作成のポイントは以下のとおり。
ポイント①「早期に立ち退き避難が必要な区域」を検討し、これを洪水ハザードマップに明示する。
ポイント②自治体において事前に「地域における水害特性」等を十分に分析の上、作成を検討する。
ポイント③「住民目線」の洪水ハザードマップとなるよう、「災害発生前にしっかり勉強する場面」、「災

害時に緊急的に確認する場面」を想定して作成する。

周知の方法（例）

 印刷物による配布（広報誌、行政窓口、防災訓練等
地域イベント、学校、公共施設、医療機関、マスメ
ディア 等々）

 インターネット
 防災掲示板での掲示
 多数の人が利用する機会の多い場所への掲示
 防災関連イベントを通じた広報
 マスメディアを通じた広報

利活用の方法（例）
 説明会やワークショップの開催
 出前講座
 避難訓練、情報伝達訓練等での活用
 防災教育

詳細は水害ハザードマップ作製の手引き（平成28年4月）を参照
http://www.mlit.go.jp/river/basic_info/jigyo_keikaku/saigai/tisiki/hazardmap/index.html

ハザードマップを用いた図上訓練の実施例
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■ほぼ全域が浸水
する自治体：
五霞町、八潮市、
三郷市、幸手市、
吉川市、杉戸町、
松伏町、葛飾区

■ほぼ全域が浸水
する自治体：
草加市、越谷市、
八潮市、三郷市、
吉川市、松伏町、
葛飾区

■江戸川の下流右岸側は人口が密集し、地形は低平地である事から、河川が氾濫すると氾濫域は広範囲に及ぶ。
■Ｈ２９．７．２０に公表した、江戸川及び中川・綾瀬川の洪水浸水想定(想定最大規模)によると、対象22自治
体のうち8自治体がほぼ全域浸水し、市区町を越えた広域避難計画が必要。
■関係自治体と連携した広域避難計画を協議会として検討するため、検討のための基礎調査（広域避難施設、避
難手段等）を実施をH３０までに実施済み。
■令和元年度以降は、隣接市区町等への広域避難体制の構築に向けた検討（支援）を実施。

対象とする洪水浸水想定区域の設定

江戸川・利根運河 中川・綾瀬川

広域避難先の検討

例）江戸川右岸55.0k決壊時の
広域避難先に関する検討

（２）－１－１ ⑥ 隣接市区町等への広域避難体制の構築
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（２）－１－１ ⑦ 要配慮者利用施設における避難計画の作成
（２）－１－２ ⑦ 要配慮者利用施設等における避難訓練の実施
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